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【提案項目】

東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う県産農産物の放射能物質検査について

は、農産物の安全・安心を確保するために事故後の緊急的な対応としてではなく、長

期的な視点から行う必要があるため、国の通知に基づく県内産農産物のモニタリング

検査は引き続き国が実施すること。

【提案理由等】
東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う県産農産物の放射能被害については、事故から２

年を経過した現在も続いており、県民の農産物に対する不安は払拭できない。本県は、これまで

国の通知に基づいて、放射性セシウムによる農産物汚染の実態把握及び国が実施する県内産農産

物のモニタリング検査に取り組んできた。今後も、リスクコミニュニケーションの観点から引き

続き検査を実施する必要があり、その実施については本来その原因たる原子力行政を推進してき

た国が全て担うべきである。

○県内農産物のモニタリング件数 （点）

年度 合計 野菜 果樹 茶 イモ 米 その他

実績

２３ １９９ ８６ １５ ８５ ５ ２ ６

２４ １９３ ６１ ２５ ８４ ７ ８ ８

計画 ２５ １４０ ６７ １７ ３３ ７ ８ ８

（神奈川県担当課：環境農政局農業振興課）


